
平成30年 6月 15日 

 

 

「山陰合同銀行との手形交換業務の相互委託契約」締結について 
 

 

株式会社 広島銀行（頭取 池田 晃治）は、株式会社 山陰合同銀行（頭取 石丸 文男）と、両行の

業務効率化を目的に、手形交換業務の相互委託について契約を締結しましたので、下記のとおり 

お知らせいたします。 

 

記 
 
 

１．目的 

両行の事務センターを相互に有効に活用することで、遠隔地の支店業務の効率化を図ります。 
 

２．相互委託を行う業務概要 

手形交換および持出準備業務 

広島手形交換所 松江手形交換所 

 広 島 銀 行  〔受託〕  広 島 銀 行 松江支店 〔委託〕 

 山陰合同銀行 広島県内店舗 〔委託〕  山陰合同銀行  〔受託〕 

 

３．契約締結日 

平成 30 年 6 月 15 日（金）（手形交換業務開始日 平成 30年 6月 18 日（月）） 

 
 
 

以 上 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社広島銀行 事務統括部 

TEL（082）247－5151（代表） 


